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平成２６年労第１６８号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監

督署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対して

した労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養補償給付を支

給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというにある。 

２ 経  過 

請求人は、昭和○年○月から昭和○年○月までの間、Ａ県Ｂ市所在のＣ会社Ｄ

支店（以下「会社」という。）において、スレート工事における石綿スレートの

切断、加工、取付けの作業に従事していたが、平成○年○月○日Ｅ病院に受診し

たところ、「石綿肺」と診断された。請求人は、石綿ばく露作業に従事したこと

が原因で上記疾病を発症したとして、監督署長に療養補償給付の請求をしたが、

監督署長は、請求人に発症した上記疾病は業務上の事由によるものとは認められ

ないとして、平成○年○月○日付けで、これを支給しない旨の処分をした。請求

人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」とい

う。）に審査請求をしたが、平平成○年○月○日付けで審査官がこれを棄却した

ため、さらに、当審査会に対して再審査請求をしたところ、当審査会は平成○年

○月○日付けでこれを棄却し、監督署長の上記処分は確定した。 

その後、請求人は、平成○年○月○日、Ｅ病院に受診し「石綿性胸膜斑」（以

下「本件疾病」という。）と診断されたとして、監督署長に療養補償給付の請求

をしたところ、請求人に発症した本件疾病は業務上の事由によるものとは認めら

れないとして、これを支給しない旨の処分をした。 

請求人は、この処分を不服として、審査官に審査請求をしたが、審査官は、平

成○年○月○日付けでこれを棄却したので、請求人は、さらに、この決定を不服
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として、本件再審査請求に及んだものである。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人の本件疾病が業務上の事由によるものであると認められる

か否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、石綿ばく露作業に従事したために、びまん性胸膜肥厚にり患し、

かつ労作時における呼吸困難、咳、痰等の症状が日に日に悪化している旨、主

張しているものと推認されることから、請求人の主張、医証等について、改め

て子細に検討したが、決定書理由第２の２の（２）に説示する結論を改めるべ

き理由を見いだすことは出来なかった。 

（２）なお、請求人の訴える症状の原因の１つは、Ｆ医師作成のじん肺健康診断結

果証明書に示されているように、長年の喫煙習慣（１日２０本・５０年、２０

歳～７０歳）により慢性閉塞性肺疾患（慢性気管支炎及び肺気腫）にり患した

ことによるものである。肺機能検査における異常についても、慢性閉塞性肺疾

患の影響を受けていると考えられることを付言する。 

３ 以上のとおりであるので、請求人の本件疾病は業務上の事由によるものである

とは認められず、したがって、監督署長が請求人に対してした療養補償給付を支

給しない旨の処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 


